
北部大阪都市計画地区計画の決定(箕面市決定)

北部大阪都市計画粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区地区計画を次のように決定する。

１．地区計画の方針

名 称 粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区地区計画

位 置 大阪府箕面市粟生間谷東八丁目地内

面 積 約 14.0ha

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の

目標

本地区は、移転した大阪大学の跡地であり、彩都（国際文化公園都市）とも隣接した土地
で、教育や文化振興を養う環境が整った地域であるとともに、地区の主要道路である茨木箕
面丘陵線や国土軸である新名神高速道路や電力会社変電所と近接した、交通利便性および電
力供給能力の高い地域でもある。一方で、地区の背景となる北摂山系の山なみや、川合裏川
および緑地などの自然環境に恵まれており、地区周辺には良好な住宅地が形成されている。
本地区では、周辺の自然環境や住宅地との調和を図りつつ、交通利便性や電力供給、彩都

との立地性等の地区のポテンシャルを活かし、大学移転後の地域の活性化の要素となり得る
教育施設、商業施設および多様な都市機能を支える業務系施設を基本とした良好な市街地の
形成を目指す。

土地利用の

方針

地区計画の目標を実現するため、地区を区分してそれぞれ次のような土地利用を図る。

１．国際教育地区
彩都（国際文化公園都市）に隣接した地区としてふさわしい市街地を形成するため、国

際的な人材が集まり、地域の文化振興を生み出す教育施設等を集積し、本市の新たな国際
的な賑わいを支える都市機能を積極的に導入する。

２．施設導入地区
周辺地域との調和を前提に、立地を活かしたデータセンターとしての土地利用を図る。

３．商業にぎわい地区
地域の新たな集客・賑わいの創出に向けて、主に周辺住民の生活利便性向上に資する身

近な商業機能を導入する。

４．地域交流地区
周辺住民の潤いと賑わいのある日常生活の創出に向けて、地域の新たな交流を生み出す

交流館やオープンスペースを導入する。

地区施設の
整備の方針

１．周辺環境と調和した良好な環境の形成を図るため、緩衝緑地を配置する。
２．周辺地域の利便性向上を図るため、区画道路及び公園を配置する。

建築物等の

整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、各々の地区にふさわしい土地利用とまちな
み形成が図られるよう、建築物等に関する制限を定める。

１．国際教育地区
地区全体として周辺と調和しつつ、主に教育施設の立地を想定し、ゆとりある市街地空



間の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、
建築物の高さの最高限度の制限を定める。

２．施設導入地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主にデータセンターの立地を想定し、広がりの

ある道路空間など快適な環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面
積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さの最高限度の制限を定める。

３．商業にぎわい地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主に商業施設の立地を想定し、賑わいや活力の

ある環境の形成を図るため建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置、建築物の高さの最高限度の制限を定める。

４．地域交流地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主に交流施設の立地を想定し、ゆとりある環境

の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、
建築物の高さの最高限度の制限を定める。


